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は
じ
め
に

　

近
世
（
十
七
世
紀
以
降
（
に
お
い
て
武
士
と
は
︑
す
な
わ
ち
大
名
の
家
来
を
言

う
︒
明
治
二
年
（
一
八
六
九
（
六
月
︑
版
籍
奉
還
に
よ
っ
て
︑
大
名
家
が
解
散
し
︑

そ
の
旧
領
分
に
地
方
制
度
と
し
て
藩
が
設
置
さ
れ
る
と
︑
彼
ら
は
武
士
身
分
を
喪

失
し
︑「
士
族
」
と
呼
ば
れ
る
社
会
階
層
と
な
り
︑
そ
れ
ぞ
れ
貫
属
の
藩
か
ら
「
家

禄
」
を
給
付
さ
れ
る
立
場
に
な
っ
た
︒
明
治
四
年
七
月
︑
廃
藩
置
県
を
経
て
︑
や

が
て
明
治
九
年
八
月
︑
金
禄
公
債
証
書
発
行
条
例
の
公
布
に
と
も
な
い
︑
家
禄
は

公
債
に
置
き
換
え
ら
れ
︑
そ
の
公
債
は
明
治
三
十
九
年
ま
で
に
償
還
さ
れ
る
︒
日

本
で
は
︑
武
士
身
分
が
持
っ
て
い
た
領
有
権
は
︑
こ
う
し
て
有
償
廃
絶
さ
れ
た
︒

　

そ
の
全
容
を
明
ら
か
に
す
る
作
業
は
︑
小
稿
の
よ
く
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
が
︑

以
下
で
は
︑
越
後
国
新
発
田
藩
貫
属
士
族
（
の
ち
新
潟
県
貫
属
士
族
（
で
あ
っ
た
︑

研
究
ノ
ー
ト

金
禄
公
債
証
書
の
交
付
と
士
族

青

山

忠

正

　

か
つ
て
溝
口
家
の
家
来
で
京
都
留
守
居
だ
っ
た
寺
田
政
得
は
︑
版
籍
奉
還

後
に
は
家
禄
二
十
一
石
を
受
給
す
る
新
発
田
藩
士
と
し
て
︑
京
都
府
下
に
居

住
し
た
︒
廃
藩
置
県
後
は
新
潟
県
士
族
と
な
り
︑
依
然
と
し
て
京
都
府
下
に

「
寄
留
」
し
た
︒
一
時
は
貴
船
神
社
の
神
官
と
な
っ
た
が
︑
短
期
間
で
辞
職

し
た
の
で
︑
家
禄
を
基
本
収
入
と
す
る
生
活
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒
金
禄

に
改
定
後
の
金
額
は
六
十
五
円
余
で
︑
生
活
に
十
分
な
額
で
は
な
い
︒
や
が

て
明
治
十
一
年
に
は
︑
十
二
年
分
に
あ
た
る
七
百
八
十
五
円
の
金
禄
公
債
証

書
を
交
付
さ
れ
る
が
︑
年
間
利
子
収
入
は
五
十
四
円
余
で
あ
っ
た
︒
本
稿
で

は
︑
こ
れ
ま
で
事
例
と
し
て
︑
知
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
版
籍
奉
還
後
の

士
族
の
生
活
ぶ
り
と
︑
金
禄
公
債
証
書
の
交
付
に
至
る
ま
で
の
経
過
を
︑
そ

の
『
御
用
留
』
を
通
し
て
概
観
す
る
︒

キ
ー
ワ
ー
ド 　

家
禄
︑
士
族
︑
金
禄
公
債
証
書

〔
抄

　録
〕
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寺
田
喜
三
郎
政
得
の
場
合
を
事
例
と
し
て
︑
と
く
に
明
治
四
年
七
月
以
降
か
ら
明

治
十
一
年
十
月
に
金
禄
公
債
証
書
を
交
付
さ
れ
る
ま
で
の
経
過
に
つ
い
て
︑
そ
の

あ
り
さ
ま
を
概
観
し
て
み
よ
う
︒
な
お
︑
こ
の
よ
う
な
︑
公
債
証
書
の
交
付
に
関

わ
る
一
人
の
士
族
の
動
向
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
す
る
作
業
は
︑
こ
れ
ま
で
行
わ

れ
て
い
な
い
も
の
で
あ
り
︑
史
料
紹
介
と
し
て
も
︑
一
定
の
意
味
を
持
ち
う
る
と

思
う（（
（

︒

　

寺
田
喜
三
郎
政
得
（
天
保
七
年
︿
一
八
三
六
﹀
六
月
一
日
生
ま
れ
（
は
︑
越
後

国
新
発
田
の
大
名
溝
口
家
の
家
来
だ
っ
た
︒
も
と
は
溝
口
家
の
「
用
聞
」
を
勤
め

て
い
た
京
都
の
呉
服
商
「
桔
梗
屋
」
の
出
身
だ
が
︑
文
久
三
年
（
一
八
六
三
（︑
溝

口
家
の
士
分
に
取
り
立
て
ら
れ
︑
京
都
留
守
居
に
任
ぜ
ら
れ
た
︒
明
治
元
年
十
二

月
に
は
︑
旧
京
都
留
守
居
に
あ
た
る
「
公
用
人
助
役
」
と
な
り
︑
新
知
行
八
十
石

を
宛
が
わ
れ
た
︒
な
お
︑「
公
用
人
助
役
」
は
︑
明
治
三
年
九
月
「
大だ
い
さ
か
ん属

」
と
改

正
さ
れ
た
︒
こ
の
間
の
居
住
地
は
一
貫
し
て
京
都
市
中
で
あ
る
︒

　

寺
田
は
︑
こ
の
知
行
を
明
治
二
年
六
月
︑「
版
籍
奉
還
」
に
よ
り
︑
旧
主
君
に
返

上
し
た
︒
溝
口
家
の
旧
領
分
に
は
︑
新
発
田
藩
が
設
置
さ
れ
︑
寺
田
は
︑
そ
の
貫

属
士
族
と
な
っ
て
︑
家
禄
二
十
一
石
（
現
米
（
を
給
付
さ
れ
る
︒
主
君
に
対
す
る

「
奉
公
」
の
義
務
は
す
で
に
消
滅
し
て
い
る
か
ら
︑
こ
の
家
禄
は
︑
給
付
金
の
よ

う
な
も
の
に
あ
た
る
︒
さ
ら
に
︑
明
治
四
年
七
月
の
廃
藩
置
県
後
に
は
︑
一
時
的

に
新
発
田
県
貫
属
士
族
︑
つ
い
で
新
潟
県
貫
属
士
族
と
な
り
︑
同
年
末
に
は
す
べ

て
の
役
儀
を
免
ぜ
ら
れ
︑「
非
役
」
と
な
っ
た
︒

一
︑
士
族
と
就
業

　

以
下
で
は
も
っ
ぱ
ら
︑
寺
田
家
御
用
留
第
二
十
六
冊
に
あ
た
る
『
明
治
四
未
歳

従
正
月
申
七
月
改
︑
至
明
治
□
年
十
二
月
マ
テ　

御
用
留　

政
得
』（
調
査
番
号

２
１
８
（
を
通
し
て
︑
家
禄
を
受
給
し
て
い
た
頃
か
ら
金
禄
公
債
証
書
を
交
付
さ

れ
る
ま
で
の
経
過
や
︑
就
業
状
況
に
関
す
る
記
事
を
取
り
上
げ
て
み
て
ゆ
き
た
い（（
（

︒

　
『
御
用
留
』
と
し
て
は
︑
明
治
四
年
中
の
記
事
は
ほ
と
ん
ど
な
い
︒
廃
藩
置
県

に
関
す
る
記
録
は
︑
お
そ
ら
く
別
帳
に
記
載
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
だ
が
︑

現
時
点
で
は
寺
田
家
文
書
中
か
ら
発
見
で
き
て
い
な
い
︒

　

さ
ら
に
︑
明
治
五
年
中
の
記
事
も
︑
た
と
え
ば
八
月
に
京
都
府
庁
に
あ
て
︑
新

潟
県
貫
属
と
し
て
︑
一
家
六
人
（
本
人
・
妻
・
母
・
娘
二
人
・
弟
︑
翌
年
九
月
︑

養
子
に
出
る
（
の
寄
留
届
を
出
し
た
こ
と
な
ど
個
人
的
な
記
事
ば
か
り
で
あ
る
が
︑

す
で
に
「
新
発
田
藩
貫
属
士
族
」
と
し
て
の
役
儀
は
免
ぜ
ら
れ
て
い
る
の
で
︑
当

然
と
も
い
え
る
︒
明
治
六
年
中
の
記
事
も
︑
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
︒

　

そ
の
後
︑
寺
田
政
得
は
明
治
七
年
五
月
︑
貴
船
神
社
の
下
級
神
官
に
任
命
さ
れ

た
︒
詳
し
い
経
緯
は
未
詳
だ
が
︑
こ
れ
に
関
わ
る
記
事
は
次
の
通
り
で
あ
る
︒

　
　

五
月
十
四
日
︑
貴
船
神
社
社
務
所
よ
り
左
之
通
︑

　
　
　

御
通
達
申
入
度
儀
有
之
候
間
︑
明
十
五
日
午
前
八
時
︑
東
竹
建
清
方
へ
御　

　
　

出
頭
可
被
成
候
也
︑

　
　
　
　
　

明
治
七
年
五
月
十
四
日　
　
　
　

貴
船
神
社　

社
務
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

寺
田
政
得
殿

　
　
　
　
　

右
︑
北
尾
氏
使
ニ
付
︑
口
上
ニ
而
請
遣
ス
也
︑

　

教
部
省
か
ら
通
達
の
件
が
あ
る
の
で
︑
明
朝
に
社
務
所
へ
出
頭
せ
よ
︑
と
の
通
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知
で
あ
る
︒
こ
れ
を
請
け
た
寺
田
は
︑
翌
日
同
所
に
赴
い
た
︒

五
月
十
五
日
午
前
八
時
前
︑
社
務
所
東
竹
建
清
方
へ
罷
出
候
処
︑
別
紙
︑
教

部
省
よ
り
達
之
趣
︑
申
渡
ス
︑

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

寺
田
政
得

任
貴
船
神
社
主
典
兼
補
訓
導

教
部
大
丞
従
五
位
三
島
通
庸
奉

　

明
治
七
年
五
月
七
日　
　

朱
印
（
教
部
省
印
（

　

そ
こ
で
︑
寺
田
は
右
の
よ
う
な
「
主さ

典か
ん

兼
補
訓
導
」
に
任
ず
る
旨
の
辞
令
を
渡

さ
れ
た
の
で
あ
る
︒
教
部
省
（
明
治
五
年
三
月
設
置
（
は
︑
神
祇
省
の
後
身
と
し

て
︑
教
導
職
を
軸
に
し
た
国
民
教
化
を
担
っ
て
い
て
︑
神
官
の
任
命
を
つ
か
さ
ど

っ
た
︒
当
時
の
神
官
は
︑
教
導
職
を
も
兼
務
し
た
の
で
︑
寺
田
主
典
も
「
補
訓
導
」

を
兼
ね
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
受
け
渡
し
が
済
ん
だ
の
ち
︑
宮
司
︑
権
宮
司
に
回
礼

し
︑
請
書
を
提
出
し
た
︒

右
達
済
︑
宮
司
蒲
生
氏
︑
権
宮
司
粟
田
口
氏
へ
︑
廻
礼
罷
越
ス
︑
其
外
ハ
見

計
︑
勝
手
之
由
︑

　
　
　
　
　

請
書
︑
左
之
通
︑
差
出
候
事
︑

奉
書
半
切
壱
枚
︑
み
の
紙
折
紙
ニ
而
︑

　
　
　
　

御
請
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

寺
田
政
得

任
貴
船
神
社
主
典
兼
補
訓
導

教
部
大
丞
従
五
位
三
島
通
庸
奉

　

明
治
七
年
五
月
七
日

右
拝
命
之
趣
︑
謹
而
御
請
奉
申
上
候
︑

恐
惶
謹
言
︑

　
　

明
治
七
年
五
月
十
四
日　
　
　

貴
船
神
社　

主
典
寺
田
政
得

　

教
部
大
輔　

宍
戸
璣　

殿

右
中
奉
書
半
切
半
枚
認
ル
︑
右
壱
枚
印
形
無
之
︑

　
『
御
用
留
』
の
記
述
に
よ
れ
ば
︑
こ
の
請
書
は
︑
ま
っ
た
く
同
一
文
言
の
二
通

が
作
成
さ
れ
︑
う
ち
一
通
に
「
寺
田
政
得
」
の
印
が
押
さ
れ
る
︒
な
ぜ
︑
二
通
な

の
か
︑
理
由
は
判
然
と
し
な
い
が
︑
あ
る
い
は
︑
教
部
省
に
捺
印
し
た
正
本
を
送

り
︑
貴
船
神
社
に
印
の
無
い
副
本
を
提
出
し
た
と
い
う
意
味
か
も
し
れ
な
い
︒
と

も
あ
れ
︑
下
級
と
は
い
え
︑
官
職
に
就
い
た
わ
け
だ
か
ら
︑
俸
給
が
支
給
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
は
ず
だ
が
（
教
導
職
は
無
給
（︑
そ
の
点
に
つ
い
て
は
記
述
が
見

当
た
ら
な
い
︒

　

さ
ら
に
︑
公
職
に
就
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
が
︑
京
都
府
知
事
長
谷
信
篤
お
よ
び

新
潟
県
出
張
庁
に
も
︑
任
命
の
こ
と
を
五
月
十
四
日
付
け
有
印
文
書
で
届
け
出
て

い
る
︒
な
お
︑
同
じ
時
期
に
寺
田
の
一
家
は
愛お
た
ぎ宕

郡
東
紫し

竹ち
く

大だ
い

門も
ん

村
（
今
宮
神
社

近
く
か
（
に
転
居
し
て
お
り
︑
そ
の
旨
は
京
都
府
お
よ
び
新
潟
県
あ
て
届
け
に
見

え
る
︒

　

と
こ
ろ
が
︑
寺
田
は
同
年
十
二
月
に
は
︑
貴
船
神
社
の
神
官
を
辞
職
す
る
に
至

る
︒
こ
れ
に
関
わ
る
記
事
は
︑
ま
ず
次
の
よ
う
に
見
え
る
︒

貴
船
神
社
主
典
相
勤
居
候
得
共
︑
不
都
合
件
も
有
之
︑
且
ハ
永
世
見
込
も
無

之
ニ
付
︑
辞
職
願
出
候
得
共
︑
両
宮
司
段
々
懇
談
ニ
而
︑
被
差
止
呉
候
得
共
︑
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決
心
之
儀
故
︑
強
而
辞
候
儀
者
︑
実
ニ
恐
縮
候
得
共
︑
相
断
度
段
申
述
ル
︑

去
（
十
一
（
月
二
十
九
日
頃
よ
り
︑
蒲
生
氏
ニ
願
談
候
処
︑
漸
々
承
知
候
得

共
︑
又
々
粟
田
口
氏
説
諭
ニ
而
延
引
︑
漸
々
改
メ
十
三
日
よ
り
自
（
マ
マ
）病
之
趣
︑

差
出
候
而
引
籠
︑
同
十
七
日
︑
別
紙
之
通
︑
差
出
ス
︑

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

記

一
︑
今
般
辞
職
奉
願
度
候
︑
先
日
よ
り
自
病
差
起
候
ニ
付
︑
随
意
保
養
致
度

候
間
︑
願
出
之
通
︑
辞
職
之
儀
︑
御
取
計
方
︑
可
然
様
︑
奉
願
候
︑
以
上
︑

　
　
　
　
　

明
治
七
年
十
二
月
十
七
日　
　
　

 

　

寺
田
政
得
㊞

　
　
　
　

貴
船
神
社　

正
権
両
宮
（
マ
マ
）殿

　

右
の
よ
う
に
辞
職
願
を
認
め
て
提
出
し
た
と
こ
ろ
︑「
当
番
星
野
真
通
」
な
る

人
物
が
︑
い
ち
お
う
の
慰
留
の
う
え
︑
預
か
り
置
く
と
し
て
受
け
取
っ
た
と
い
う
︒

願
書
に
記
さ
れ
た
辞
職
の
理
由
は
︑
も
っ
ぱ
ら
持
病
の
た
め
と
い
う
だ
け
で
︑
具

体
的
で
は
な
い
︒

　

さ
ら
に
︑
同
二
十
二
日
に
は
︑
貴
船
神
社
か
ら
出
頭
の
要
請
が
あ
っ
た
︒『
御

用
留
』
に
は
︑
次
の
よ
う
に
見
え
る
︒

貴
船
神
社
社
務
所
よ
り
明
日
︑
印
形
持
参
ニ
而
出
頭
之
様
︑
申
来
候
ニ
付
︑

今
二
十
三
日
罷
出
候
処
︑
左
之
通
︑
粟
田
口
︑
申
之
候
︑

　
　
　
　
　
　
　
　

辞
職
願

 

私
儀
︑

先
般
貴
船
神
社
主
典
兼
訓
導
拝
命
仕
︑
難
有
奉
職
仕
居
候
処
︑
近
来
多
病
ニ

付
︑
奉
職
難
仕
︑
依
而
本
官
幷
兼
職
共
奉
辞
︑
随
意
保
養
仕
度
候
︑
此
段
奉

願
候
也
︑

　
　
　

明
治
七
年
十
二
月
二
十
三
日　
　
　
　

貴
船
神
社
主
典
兼
訓
導

 

寺
─
㊞

　
　
　
　

宮
司
蒲
生
佐
苑
憩
殿

　
　
　
　

権
宮
司
粟
田
口
定
孝
殿

　

こ
の
時
︑
提
出
し
た
右
の
文
書
が
︑
正
式
の
辞
表
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
そ
の

後
︑
明
治
八
年
一
月
十
四
日
付
で
︑
教
部
省
か
ら
「
依
願
︑
免
本
官
幷
兼
職
」
と

の
達
書
が
届
け
ら
れ
た
︒

　

以
下
︑
こ
の
件
に
関
す
る
記
述
は
︑『
御
用
留
』
に
見
あ
た
ら
な
い
が
︑
こ
の
明

治
七
年
後
半
か
ら
八
年
前
半
頃
は
︑
教
部
省
に
よ
る
︑
い
わ
ゆ
る
神
道
国
教
化
政

策
が
動
揺
す
る
時
期
な
の
で
︑
寺
田
の
辞
職
も
︑
あ
る
い
は
︑
そ
の
よ
う
な
情
勢

に
絡
ん
で
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒

二
︑
堀
川
邸
の
売
却

　

そ
の
い
っ
ぽ
う
︑
寺
田
は
翌
明
治
八
年
一
月
︑
東
堀
川
一
条
上
ル
竪
富
田
町
の

自
分
の
屋
敷
（
旧
新
発
田
溝
口
屋
敷
（
を
売
却
し
た
︒
こ
の
屋
敷
は
︑
も
と
も
と

寺
田
家
の
持
ち
家
で
あ
っ
た
が
︑
文
久
三
年
（
一
八
六
三
（︑
主
君
溝
口
直
溥
に

献
上
し
︑
そ
の
京
都
屋
敷
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
︒
各
大
名
家
の
京
都
屋
敷
は
市

中
に
多
く
あ
っ
た
が
︑
明
治
三
年
頃
に
も
な
る
と
︑
中
に
は
荒
れ
果
て
る
も
の
も

現
れ
る
よ
う
な
状
態
で
あ
っ
た
と
い
う
︒
お
そ
ら
く
︑
新
発
田
溝
口
屋
敷
も
不
要

と
な
り
︑
寺
田
に
返
還
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
寺
田
家
の
資
産
状
況
を
見
る
う
え

で
︑
以
下
し
ば
ら
く
︑
こ
の
屋
敷
の
売
却
に
関
す
る
史
料
を
挙
げ
て
お
き
た
い
︒

堀
川
邸
宅
︑
一
月
二
十
三
日
︑
相
談
之
上
︑
町
内
申
出
候
処
︑
無
故
障
ニ
付
︑
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同
二
十
九
日
左
之
通
︑

　
　
　
　
　
　
　
　
　

地
所
幷
建
屋
売
渡
証
文
之
事

　
　
（
判
印
紙
（

　

一
︑
金
弐
百
八
拾
円
也
︑

右
は
上
京
第
九
区
竪
富
田
町
︑
東
側
六
百
四
拾
壱
番
地
︑
地
所
建
屋
共
今
度

其
許
殿
江
売
渡
︑
代
金
書
面
之
通
︑
正
ニ
請
取
申
処
︑
実
証
也
︑
即
地
券
証

相
渡
候
上
者
︑
御
建
図
之
通
︑
双
方
連
印
ヲ
以
御
書
換
奉
願
上
候
︑
尤
右
地

所
幷
ニ
建
屋
売
渡
候
ニ
付
︑
親
類
縁
者
︑
其
他
︑
故
障
等
申
出
候
者
︑
毛
頭

無
御
座
候
︑
為
後
日
売
渡
証
︑
依
而
如
件
︑

　
　
　

明
治
八
年
一
月　

上
京
第
九
区
竪
富
田
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

売
主　
　
　

寺
田
政
得　

㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
町
証
人　

鈴
木
卯
兵
衛
㊞

　
　
　
　
　

新
持
主　

住
山
伊
助
殿

（
朱
印
（
前
書
之
通
︑
相
違
無
之
候
也

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

戸
長　

菅
野
喜
兵
衛
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

区
長　

内
田
亀
五
郎
㊞

　

右
は
︑
屋
敷
売
渡
証
文
の
典
型
的
な
事
例
で
あ
り
︑
と
く
に
問
題
と
す
べ
き
点

は
見
当
た
ら
な
い
︒
こ
の
屋
敷
の
売
却
に
よ
り
︑
寺
田
は
「
新
持
主
」
と
な
っ
た

住
山
伊
助
か
ら
︑
現
金
で
二
百
八
十
円
を
受
け
取
っ
た
わ
け
で
あ
る
︒
屋
敷
の
規

模
等
は
判
明
し
な
い
が
︑
溝
口
家
の
京
都
屋
敷
だ
っ
た
程
で
あ
る
か
ら
︑
そ
れ
な

り
の
規
模
は
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒

　

ま
た
︑
家
禄
二
十
一
石
が
金
禄
に
改
定
さ
れ
た
後
の
額
は
︑
六
十
五
円
余
で
あ

る
が
︑
こ
れ
に
比
し
て
︑
四
倍
強
に
あ
た
る
額
な
の
で
︑
二
百
八
十
円
は
︑
ま
と

ま
っ
た
金
額
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
︒
た
だ
し
︑
寺
田
は
久
世
家
（
溝
口
家
縁
家

の
旧
公
家
（
か
ら
借
金
を
し
て
い
た
形
跡
も
見
え
る
の
で
︑
二
百
八
十
円
の
収
入

が
︑
寺
田
の
家
計
に
と
っ
て
︑
ど
れ
ほ
ど
の
余
裕
を
も
た
ら
し
た
か
は
︑
即
断
で

き
な
い
︒

三
︑
公
債
証
書
の
交
付
に
至
る
ま
で

　

先
に
触
れ
た
よ
う
に
︑
寺
田
の
一
家
は
︑
堀
川
邸
を
売
却
し
た
頃
に
は
︑
愛
宕

郡
東
紫
竹
大
門
村
（
現
在
の
京
都
市
北
区
（
に
転
居
し
て
お
り
︑
こ
こ
に
住
ま
い

な
が
ら
︑
受
給
す
る
家
禄
二
十
一
石
を
基
本
収
入
と
し
て
生
活
し
て
い
た
と
思
わ

れ
る
︒
現
米
で
給
付
さ
れ
て
い
た
家
禄
は
︑
明
治
八
年
九
月
に
金
禄
に
改
定
さ
れ
︑

そ
の
額
は
六
十
五
円
四
十
五
銭
二
厘
と
な
っ
た
︒

　

明
治
九
年
八
月
に
は
︑
金
禄
公
債
証
書
発
行
条
例
が
公
布
さ
れ
て
︑
華
士
族
へ

の
金
禄
の
給
付
が
打
ち
切
ら
れ
る
と
共
に
︑
そ
れ
を
相
当
な
年
数
分
に
あ
た
る
額

の
公
債
に
置
き
換
え
る
こ
と
が
決
定
し
た
︒

　

各
人
に
交
付
さ
れ
る
公
債
額
は
︑
金
禄
の
元
高
が
基
準
と
な
り
︑
三
十
等
級
に

ラ
ン
ク
付
け
さ
れ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
最
高
級
七
万
円
以
上
の
者
に
は
五
年
分
︑
最

低
級
二
十
五
円
未
満
の
者
に
は
十
四
年
分
の
額
で
あ
る
︒
公
債
で
あ
る
か
ら
償
還

ま
で
利
子
が
付
く
︒
前
者
に
は
五
％
︑
後
者
な
ら
七
％
の
利
子
で
あ
る（（
（

︒
こ
れ
を

五
年
間
据
え
置
き
︑
六
年
後
か
ら
三
十
年
賦
で
償
還
が
開
始
さ
れ
る
の
だ
が
︑
自

分
の
持
つ
公
債
が
い
つ
︑
償
還
の
対
象
に
な
る
か
は
︑
毎
年
の
抽
選
で
決
ま
る
の



一
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八

金
禄
公
債
証
書
の
交
付
と
士
族
（
青
山
忠
正
（

で
未
定
で
あ
り
︑
予
想
も
つ
か
な
い
︒

　

寺
田
政
得
の
場
合
︑
金
禄
六
十
五
円
余
は
「
七
十
五
円
未
満
五
十
円
以
上
」
に

あ
た
る
の
で
︑
第
二
十
六
等
級
に
該
当
し
︑
十
二
年
分
︑
約
七
百
八
十
五
円
の
七

分
利
付
公
債
が
交
付
さ
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
︒

　

と
こ
ろ
が
︑
寺
田
の
も
と
に
は
明
治
十
年
に
入
っ
て
も
︑
公
債
証
書
交
付
の
通

知
が
届
か
な
か
っ
た
︒
お
そ
ら
く
︑
新
潟
県
士
族
で
あ
り
な
が
ら
京
都
府
住
ま
い

と
い
う
︑
変
則
的
な
立
場
の
た
め
︑
手
続
き
が
遅
れ
た
か
︑
あ
る
い
は
何
ら
か
の

事
務
上
の
手
違
い
で
も
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
︒

　

そ
の
た
め
︑
寺
田
は
明
治
十
年
二
月
︑
京
都
府
に
対
し
︑
こ
れ
を
渡
し
て
く
れ

る
よ
う
「
願
書
」
を
出
す
︒

京
都
府
に
届
書
︑
左
ニ
︑

　
　
　
　

禄
券
御
渡
願
書

一
︑
家
禄
二
十
一
石 

私
儀

新
潟
県
士
族
ニ
罷
在
候
処
︑
明
治
四
年
十
二
月
よ
り
家
族
共
︑
御
当
地
罷
在
︑

当
時
愛
宕
郡
第
弐
区
東
紫
竹
大
門
村
千
弐
百
九
十
五
番
屋
敷
寄
留
仕
居
候
ニ

付
︑
未
タ
禄
券
高
︑
聢
と
相
心
得
不
申
候
処
︑
万
端
都
合
も
御
座
候
間
︑
深

恐
入
候
得
共
︑
御
（
京
都
（
府
よ
り
御
渡
方
被
仰
付
︑
被
下
候
者
難
有
奉
存

候
︑
此
段
︑
御
聞
届
之
程
︑
奉
願
候
︑
以
上

　
　
　
　

明
治
十
年
二
月
二
十
六
日　
　
　

愛
宕
郡
第
弐
区
東
紫
竹
大
門
村

 

新
潟
県
士
族　

寺
田
政
得
㊞

前
書
之
通
︑
被
申
出
候
ニ
付
︑
代
而
奥
印
仕
候
候
也
︑

 

戸
長　

片
岡
長
三
郎
㊞

京
都
府
知
事　

槇
村
正
直
殿

　

本
来
で
あ
れ
ば
︑
新
潟
県
か
ら
「
禄
券
」
こ
と
︑
公
債
証
書
が
交
付
さ
れ
る
は

ず
の
と
こ
ろ
︑
ま
だ
何
も
通
知
が
な
く
︑
公
債
の
額
さ
え
定
か
で
は
な
い
︑
で
き

れ
ば
京
都
府
か
ら
︑
交
付
さ
れ
る
よ
う
に
取
り
計
ら
っ
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
願

書
で
あ
る
︒
寺
田
は
︑
こ
の
願
書
を
京
都
府
庁
に
持
参
し
た
の
だ
が
︑「
府
掌
大

野
氏
」
が
取
り
次
ぎ
︑「
郡
村
掛
り
チ
カ
ヤ
ス
」
と
い
う
者
が
受
け
取
っ
た
の
で
︑

と
り
あ
え
ず
そ
の
日
は
引
き
取
っ
た
︒

　

数
日
後
に
は
︑
京
都
府
か
ら
︑
こ
の
件
に
対
す
る
回
答
が
あ
っ
た
︒

去
ル
二
月
二
十
六
日
︑
禄
券
御
渡
方
願
書
︑
差
出
置
候
処
︑
今
夜
︑
懸
り
左

之
通
申
来
候
事
︑

過
日
禄
券
云
々
出
願
之
儀
ニ
付
︑
達
之
儀
有
之
候
条
︑
明
二
日
午
前
第
九
時
︑

出
頭
可
有
之
事
︑

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

新
潟
県
寄
留
士
族　

寺
田
政
得

　
　

京
都
府
公
債
係

三
月
二
日
午
前
九
時
︑
公
債
係
ニ
出
頭
候
処
︑
山
口
ア
ン
タ
ク
出
会
ニ
而
︑
過

日
差
出
候
而
相
分
居
候
得
共
︑
別
紙
之
通
︑
御
認
替
有
之
候
様
致
度
︑
左
候

ハ
ゝ
過
日
分
返
済
可
申
段
ニ
付
︑
此
段
御
達
申
旨
︑
申
聞
ニ
付
︑
別
紙
拝
借
写

取
候
而
︑
即
刻
相
認
差
出
申
候
︑
左
ニ
︑

つ
ま
り
︑
先
日
提
出
し
た
「
禄
券
御
渡
方
願
書
」
に
つ
い
て
︑
書
式
が
適
切
で
な
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い
の
で
︑
見
本
に
従
っ
て
書
き
直
せ
︑
と
い
う
指
示
で
あ
る
︒
寺
田
は
︑
す
ぐ
そ

の
場
で
次
の
よ
う
に
書
き
直
し
︑
再
提
出
し
た
︒

　
　

禄
券
御
下
付
之
儀
ニ
付
願

昨
九
年
太
政
官
第
百
八
号
布
告
︑
金
禄
公
債
証
書
之
儀
︑
同
年
大
蔵
省
乙
第

九
十
三
号
御
達
之
趣
ニ
依
り
︑
私
義
御
府
下
寄
留
罷
有
候
事
ニ
付
︑
御
府
ニ

於
テ
御
下
付
被
成
下
度
︑
此
段
奉
願
候
︑
以
上
︑

　

日
付
は
明
治
十
年
三
月
二
日
︑
宛
先
は
京
都
府
知
事
槇
村
正
直
で
あ
る
︒
受
け

取
っ
た
担
当
者
︑
山
口
某
か
ら
︑
新
潟
県
よ
り
返
事
が
あ
り
次
第
︑
通
知
す
る
と

の
回
答
が
あ
っ
て
︑
そ
の
日
は
引
き
取
っ
た
︒

　

三
月
二
十
二
日
夜
︑
京
都
府
か
ら
の
封
書
が
届
き
︑
明
日
の
午
前
九
時
に
公
債

掛
に
出
頭
せ
よ
︑
と
い
う
の
で
出
頭
し
た
と
こ
ろ
︑
例
の
山
口
某
か
ら
︑
次
の
よ

う
な
通
知
が
あ
っ
た
︒

兼
而
御
願
禄
券
之
義
︑
新
潟
県
へ
打
合
候
処
︑
県
ニ
差
支
も
無
之
ニ
付
︑
御

渡
し
次
第
︑
当
府
よ
り
御
達
可
申
候
間
︑
右
掛
合
済
ニ
付
︑
此
段
御
達
申
置

候
間
︑
御
引
取
可
被
成
︑

　

つ
ま
り
︑「
禄
券
」
の
引
き
渡
し
に
つ
い
て
︑
新
潟
県
と
打
ち
合
わ
せ
た
と
こ
ろ
︑

京
都
府
を
通
じ
て
行
う
こ
と
に
つ
い
て
︑
了
解
が
付
い
た
の
で
︑
こ
の
旨
を
通
知

す
る
と
い
う
の
で
あ
る
︒
寺
田
は
︑
こ
れ
に
対
し
︑
然
る
べ
く
挨
拶
の
う
え
︑
引

き
取
っ
た
︒

　

や
が
て
︑
十
二
月
九
日
︑
京
都
府
か
ら
︑
次
の
よ
う
に
通
知
が
あ
っ
た
︒

追
而
可
賜
金
禄
公
債
証
書
ニ
属
ス
今
十
年
上
半
利
︑
下
付
候
条
︑
明
十
日
午

前
第
八
時
︑
印
鑑
相
携
︑
可
罷
出
候
事
︑

　

公
債
証
書
の
交
付
は
ま
だ
だ
が
︑
と
り
あ
え
ず
︑
明
治
十
年
上
半
期
分
の
利
子

だ
け
を
渡
す
の
で
︑
明
日
︑
京
都
府
公
債
掛
に
出
頭
せ
よ
︑
と
い
う
の
で
あ
る
︒

出
頭
し
て
公
債
掛
に
印
鑑
を
差
し
出
し
た
と
こ
ろ
︑
新
潟
県
か
ら
廻
っ
て
い
た

「
金
件
帳
」
と
照
合
し
て
捺
印
し
た
う
え
︑
二
十
七
円
四
十
七
銭
五
厘
の
額
面
の

三
井
銀
行
の
「
手
形
」
を
渡
さ
れ
た
︒
こ
の
金
額
が
︑
半
年
分
の
利
子
で
あ
る
か

ら
︑
逆
算
す
れ
ば
こ
の
時
点
で
寺
田
は
︑
金
禄
公
債
証
書
の
額
も
確
認
で
き
た
こ

と
に
な
る
︒

　

さ
ら
に
︑
翌
明
治
十
一
年
五
月
十
三
日
に
は
︑
京
都
府
知
事
か
ら
戸
長
を
経
由

し
て
︑
他
府
県
の
貫
属
士
族
で
も
︑
願
い
出
の
あ
る
者
は
京
都
府
を
通
じ
て
公
債

証
書
の
交
付
を
行
な
う
の
で
︑
該
当
者
に
周
知
さ
せ
よ
︑
と
の
通
達
が
あ
っ
た
︒

お
そ
ら
く
︑
寺
田
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
は
︑
全
国
的
に
見
れ
ば
多
数
あ
り
︑
府
県
側

が
対
応
を
図
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
︒
寺
田
自
身
は
︑
す
で
に
願
い
済
み
な
の
で
︑

改
め
て
願
い
出
た
様
子
は
な
い
︒

　

つ
い
で
寺
田
の
も
と
に
は
︑
京
都
府
か
ら
︑
六
月
十
八
日
に
出
頭
せ
よ
︑
明
治

十
年
後
半
分
の
「
半
利
金
」
が
本
貫
の
新
潟
県
よ
り
回
送
さ
れ
て
き
た
の
で
︑
こ

れ
を
渡
す
︑
と
の
通
知
が
あ
っ
た
︒
当
日
出
頭
し
た
と
こ
ろ
︑
利
子
を
為
替
手
形

で
渡
さ
れ
︑
次
の
受
領
書
を
提
出
し
た
︒

　
　
　
　
　
　
　
　
　

記

一
︑
金
二
十
七
円
四
十
七
銭
五
厘
也
︑

右
者
金
禄
公
債
証
書
七
百
八
十
五
円
ニ
属
ス

昨
十
年
後
半
利
金
︑
御
渡
被
下
︑
正
ニ
請
取
候
也
︑

　
　
　

明
治
十
一
年
六
月
十
八
日　

京
都
府
下
愛
宕
郡
第
弐
区

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

東
紫
竹
大
門
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

寄
留　

新
潟
県
士
族



一
三
〇

金
禄
公
債
証
書
の
交
付
と
士
族
（
青
山
忠
正
（

 

寺—
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新
潟
県
令　

永
山
盛
輝　

代
理

　
　

新
潟
県
書
記
官　

白
上
直
守
殿

右
︑
受
取
︑
差
出
候
ハ
ハ
公
債
掛
よ
り
三
井
為
替
手
形
︑
相
渡
呉
候
ニ
付
︑

引
取
︑
尤
受
書
も
差
図
被
呉
候
也
︑

　

こ
の
受
領
書
の
文
面
に
よ
れ
ば
︑
宛
先
が
県
令
代
理
の
「
新
潟
県
書
記
官
」
な

の
で
︑
あ
る
い
は
そ
の
人
物
が
京
都
ま
で
出
張
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒

　

右
の
よ
う
な
手
続
き
を
経
て
︑
明
治
十
一
年
十
月
一
日
︑
寺
田
の
も
と
に
京
都

府
公
債
掛
よ
り
︑
証
書
を
交
付
す
る
の
で
︑
十
月
三
日
に
出
頭
せ
よ
と
の
通
知
が

郵
便
で
届
い
た
︒
こ
の
金
禄
公
債
証
書
の
交
付
の
事
実
に
つ
い
て
は
︑
す
で
に
拙

稿
で
述
べ
︑『
御
用
留
』
に
見
え
る
証
書
写
し
も
写
真
版
で
掲
載
し
て
お
い
た
の
で（（
（

︑

重
複
を
避
け
る
た
め
︑
以
下
で
は
︑
必
要
最
小
限
の
説
明
に
留
め
て
お
き
た
い
︒

　

十
月
三
日
︑
京
都
府
公
債
証
書
掛
り
に
出
頭
し
た
寺
田
は
︑「
名
札
且
印
鑑
雛

形
書
︑
差
出
候
処
」︑
し
ば
ら
く
控
え
の
間
で
待
た
さ
れ
た
が
︑
間
も
な
く
呼
び

出
さ
れ
︑
金
禄
公
債
証
書
を
渡
さ
れ
た
︒
そ
の
前
提
に
あ
た
る
条
件
は
︑
次
の
通

り
で
あ
る
︒

　

金
禄　

六
十
五
円
四
十
五
銭
二
厘

　

公
債
の
額
は
︑
そ
の
十
二
年
分
︑
七
百
八
十
五
円
四
十
二
銭
四
厘

　

端
数
の
四
十
二
銭
四
厘
は
︑
現
金
で
渡
さ
れ
︑
残
る
七
百
八
十
五
円
が
︑
公
債

証
書
の
金
額
と
な
る
︒
渡
さ
れ
た
証
書
は
一
枚
で
は
な
く
︑
異
な
る
額
面
の
証
書

六
枚
が
︑
合
計
で
所
定
の
金
額
に
な
る
よ
う
に
組
み
合
わ
さ
れ
て
い
た
︒
す
な
わ

ち
次
の
通
り
で
あ
る
︒

　

五
百
円
券　

一
枚
︑
百
円
券　

二
枚
︑
五
十
円
券　

一
枚
︑
二
十
五
円
券　

一

枚
︑
十
円
券　

一
枚
︒

　

そ
れ
ら
一
枚
ご
と
に
︑「
丙
保
号
壱
五
参
四
番
」（
五
百
円
券
の
場
合
（︑
の
よ
う

に
固
有
の
番
号
が
打
た
れ
て
い
る
︒
こ
れ
ら
の
償
還
に
つ
い
て
は
︑
明
治
十
五
年

か
ら
三
十
九
年
ま
で
の
間
︑
足
掛
け
二
十
五
年
に
わ
た
り
︑
毎
年
大
蔵
省
で
抽
選

が
行
わ
れ
︑
当
選
番
号
が
決
ま
る
︒
当
選
す
れ
ば
︑
そ
の
券
に
つ
い
て
︑
元
金
が

償
還
（
返
済
（
さ
れ
る
︒
そ
れ
ま
で
は
︑
利
子
だ
け
が
毎
年
支
払
わ
れ
る
︒
寺
田

の
場
合
︑
七
分
の
利
子
な
の
で
︑
年
間
利
子
収
入
は
︑
五
十
四
円
九
十
五
銭
で
あ

る
︒
元
の
金
禄
に
比
較
し
て
︑
約
十
六
％
の
減
に
あ
た
る
︒
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
削

減
率
と
も
言
え
な
い
が
︑
も
と
の
金
額
自
体
が
低
額
な
の
で
︑
経
済
的
な
打
撃
と

し
て
は
少
な
か
ら
ぬ
も
の
が
あ
っ
た
事
で
あ
ろ
う
︒

　

な
お
︑
寺
田
は
こ
れ
ら
証
書
の
券
面
の
表
記
ま
で
を
︑『
御
用
留
』
に
丁
寧
に

筆
写
し
て
い
る
︒
さ
す
が
に
商
家
の
出
身
だ
け
あ
っ
て
︑
一
般
の
武
士
に
は
見
ら

れ
な
い
几
帳
面
さ
で
あ
る
︒

　

さ
ら
に
︑
十
一
月
十
八
日
に
な
っ
て
︑
郵
便
で
次
の
よ
う
な
通
知
が
寺
田
の
も

と
に
届
き
︑
十
九
日
に
出
頭
し
た
︒

右
□
□
金
禄
公
債
証
書
ニ
属
ス
本
年
前
半
利
金
下
付
候
条
︑
切
取
小
札
幷
印

形
等
相
携
︑
明
後
十
九
日
正
午
十
二
時
︑
為
請
取
可
罷
出
候
事
︑

十
一
年
（
マ
マ
）十
七
日　
　
　
　
　
　
　
　

京
都
府

十
九
日
正
午
︑
罷
出
候
而
名
札
差
出
候
処
︑
溜
ノ
間
ニ
而
暫
時
控
居
候
様
︑

申
聞
候
ニ
付
︑
控
居
候
処
︑
追
而
呼
込
居
候
故
︑
罷
出
候
処
︑
手
形
相
渡
候

ニ
付
︑
夫
よ
り
三
井
店
罷
越
候
而
引
換
︑
受
取
申
候
也
︑
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前
回
と
同
様
︑
明
治
十
一
年
前
半
分
の
利
子
は
︑
手
形
で
渡
さ
れ
︑
寺
田
は
直

ち
に
そ
れ
を
三
井
銀
行
で
現
金
に
引
き
換
え
た
わ
け
で
あ
る
︒
繰
り
返
す
が
︑
金

額
は
二
十
七
円
四
十
七
銭
五
厘
で
あ
る
︒
な
お
︑
通
知
文
中
に
見
え
る
「
切
取
小

札
」
と
は
︑
証
書
に
付
属
す
る
利
子
の
引
換
券
の
意
味
で
あ
る
︒

お
わ
り
に

　

以
上
の
よ
う
に
︑
新
潟
県
士
族
寺
田
政
得
が
︑
明
治
四
年
の
廃
藩
置
県
後
︑

「
非
役
」
と
な
り
︑
家
禄
を
給
付
さ
れ
て
い
た
時
期
か
ら
︑
同
十
一
年
に
金
禄
公

債
証
書
を
交
付
さ
れ
る
ま
で
の
経
過
を
概
観
し
て
き
た
︒
そ
の
過
程
で
︑
い
く
つ

か
の
素
朴
な
疑
問
が
湧
い
て
く
る
が
︑
そ
れ
ら
を
簡
単
に
整
理
し
て
ま
と
め
に
か

え
た
い
︒

　

第
一
に
︑
明
治
四
年
末
か
ら
︑
寺
田
の
基
本
収
入
は
家
禄
の
時
は
二
十
一
石
︑

金
禄
に
改
定
後
は
六
十
五
円
余
で
あ
る
が
︑
こ
れ
で
果
た
し
て
生
活
で
き
た
の
か

と
い
う
点
で
あ
る
︒

　

近
代
経
済
史
を
専
門
と
す
る
中
村
哲
に
よ
れ
ば
︑
明
治
十
年
前
後
︑
下
層
民
一

人
当
た
り
の
生
活
費
は
年
間
二
十
五
円
程
度
︑
一
家
五
人
と
し
て
百
円
か
ら
百
二

十
円
程
度
は
必
要
だ
っ
た
と
い
う（（
（

︒
そ
の
数
値
と
比
較
す
れ
ば
︑
六
十
五
円
は
ま

っ
た
く
足
り
な
い
︒

　

そ
の
意
味
か
ら
す
れ
ば
︑
寺
田
が
明
治
七
年
︑
貴
船
神
社
の
神
官
に
な
っ
た
こ

と
も
︑
収
入
を
得
る
手
段
と
し
て
当
然
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒
そ
れ
に
し
て

は
︑
半
年
そ
こ
そ
こ
で
辞
職
し
て
し
ま
う
こ
と
も
納
得
が
い
か
な
い
が
︑
理
由
は

明
ら
か
で
な
い
︒

　

第
二
に
︑
だ
か
ら
と
言
っ
て
︑
寺
田
が
経
済
的
に
窮
迫
し
て
い
た
よ
う
な
様
子

を
う
か
が
わ
せ
る
記
述
も
見
当
た
ら
な
い
︒
明
治
八
年
に
東
堀
川
の
自
邸
を
売
却

し
た
が
︑
そ
れ
も
︑
事
情
が
切
迫
し
て
い
た
た
め
と
も
見
え
な
い
︒
あ
る
い
は
︑

寺
田
の
場
合
︑
先
代
「
桔
梗
屋
」
時
代
か
ら
の
資
産
を
受
け
継
い
で
い
た
う
え
に
︑

そ
の
当
時
か
ら
の
商
業
上
の
人
脈
を
生
か
し
て
︑
何
ら
か
の
自
営
業
を
営
ん
で
い

た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
︒

　

第
三
に
︑
金
禄
公
債
証
書
の
交
付
の
経
緯
で
あ
る
︒
本
来
︑
証
書
は
明
治
十
年

に
は
交
付
さ
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
が
︑
寺
田
は
京
都
府
下
に
居
住
し
な
が
ら
新
潟

県
士
族
で
あ
る
と
い
う
変
則
的
な
立
場
の
せ
い
か
︑
公
債
の
金
額
も
通
知
が
な
く
︑

未
詳
の
ま
ま
で
あ
っ
た
︒
寺
田
は
︑
こ
れ
に
応
じ
て
京
都
府
に
対
し
︑
公
債
証
書

交
付
の
願
い
を
出
す
の
だ
が
︑
京
都
府
を
通
じ
て
︑
翌
十
一
年
十
月
に
は
証
書
が

交
付
さ
れ
た
︒
こ
の
間
︑
明
治
十
年
分
の
利
子
が
支
給
さ
れ
て
い
て
︑
さ
ら
に
明

治
十
一
年
前
半
分
の
利
子
も
︑
十
一
月
十
九
日
に
支
給
さ
れ
た
︒
府
県
側
の
対
応

は
想
像
以
上
に
柔
軟
で
あ
っ
た
と
言
え
そ
う
で
あ
る
︒

　

た
だ
し
︑
そ
の
利
子
収
入
は
年
間
わ
ず
か
五
十
四
円
余
で
あ
り
︑
こ
れ
で
一
家

が
生
活
で
き
た
と
は
思
え
な
い
︒
何
ら
か
の
収
入
源
を
︑
他
に
求
め
た
と
考
え
る

方
が
自
然
で
あ
ろ
う
︒
ま
た
︑
寺
田
が
︑
全
部
の
公
債
が
償
還
さ
れ
る
ま
で
︑
そ

れ
を
持
ち
続
け
て
い
た
の
か
︑
そ
れ
と
も
一
部
で
も
売
却
し
て
現
金
化
し
た
の
か
︑

こ
の
『
御
用
留
』
の
記
載
が
明
治
十
二
年
十
二
月
で
終
わ
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
︑

今
の
と
こ
ろ
判
明
し
な
い
︒

　

こ
れ
ら
の
諸
点
に
つ
い
て
は
︑
士
族
の
生
活
ぶ
り
を
考
え
る
う
え
で
意
味
の
あ

る
こ
と
と
思
わ
れ
る
が
︑
今
後
の
検
討
課
題
と
し
て
お
き
た
い
︒



一
三
二

金
禄
公
債
証
書
の
交
付
と
士
族
（
青
山
忠
正
（

︹
注
︺

（
１
（ こ
の
点
に
関
わ
っ
て
︑
い
わ
ゆ
る
「
士
族
の
商
法
」
と
い
う
語
り
に
つ
い
て
検
討

し
た
最
新
の
研
究
に
︑
内
山
一
幸
「『
士
族
の
商
法
』
再
考
」︑『
大
阪
経
大
論
集
』

第
七
一
巻
第
二
号
︑
が
あ
る
︒
内
山
は
こ
の
論
文
で
︑「
士
族
の
商
法
」
と
い
う
語

り
に
は
︑
時
代
に
よ
っ
て
解
釈
の
変
遷
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
︒

（
２
（ 佛
教
大
学
附
属
図
書
館
蔵
「
新
発
田
藩　

京
都
留
守
居
役　

寺
田
家
文
書
」
所
収
︒

同
文
書
の
概
略
と
寺
田
家
の
履
歴
等
に
つ
い
て
は
︑
青
山
忠
正
・
淺
井
良
亮
「
新

発
田
藩
京
都
留
守
居
寺
田
家
と
旧
蔵
文
書
」︑
本
論
集
第
四
号
︑
二
〇
一
四
年
三
月
︑

を
参
照
さ
れ
た
い
︒

（
３
（ 深
谷
博
治
『
新
訂
華
士
族
秩
禄
処
分
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
七
三
年
︑
三

九
〇
～
三
九
五
頁
を
参
照
︒

（
４
（ 前
掲
拙
稿
︑
二
九
頁
を
参
照
︒

（
５
（ 中
村
哲
『
日
本
の
歴
史
一
六　

明
治
維
新
』
集
英
社
︑
一
九
九
二
年
︑
二
九
一
頁

を
参
照
︒

 

（
あ
お
や
ま　

た
だ
ま
さ　

歴
史
学
科
（

 

二
〇
二
〇
年
十
一
月
十
六
日
受
理


